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第
２９
次
地
方
制
度
調
査
会
が
７

月
３
日
に
発
足
し
、
首
相
官
邸
で

第
１
回
総
会
を
開
催
し
た
。
本
会

か
ら
は
、
同
日
付
け
で
委
員
に
就

任
し
た
藤
田
�
之
会
長
（
広
島
市

議
会
議
長
）
が
出
席
し
た
。

総
会
で
は
、
会
長
に
中
村
邦
夫

・
松
下
電
器
産
業
代
表
取
締
役
会

長
を
、
副
会
長
に
片
山
善
博
・
慶

応
大
学
教
授
（
前
鳥
取
県
知
事
）

を
選
出
。
こ
の
の
ち
安
倍
首
相
か

ら
、
地
方
分
権
改
革
の
推
進
に
向

け
求
め
ら
れ
る
基
礎
自
治
体

の
あ
り
方
や
、
監
査
機
能
の

強
化
な
ど
に
つ
い
て
諮
問
を

受
け
た
。
調
査
会
で
は
今

後
、
市
町
村
合
併
の
成
果
や

課
題
を
検
討
し
た
う
え
で
審

議
し
、
２
年
以
内
に
答
申
を

ま
と
め
る
。

あ
い
さ
つ
に
立
っ
た
安
倍

首
相
は
「
国
と
地
方
の
関
係

も
新
し
い
時
代
に
対
応
で
き

る
よ
う
変
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
「
中
核
的
な

基
礎
自
治
体
が
地
域
づ
く
り

の
主
役
と
な
れ
る
よ
う
十
分

に
審
議
し
、
具
体
的
な
改
革

の
成
果
に
つ
な
げ
て
ほ
し

い
」
と
述
べ
、
地
方
分
権
改

革
の
推
進
に
向
け
積
極
的
に

取
り
組
む
政
府
の
姿
勢
を
強

調
し
た
。

こ
の
ほ
か
総
会
で
は
、
地

方
議
会
の
立
場
を
代
表
し
藤
田
会

長
が
発
言
。
分
権
改
革
が
進
展
す

る
こ
と
で
、
自
治
体
の
自
己
決
定

と
自
己
責
任
の
範
囲
が
拡
大
す
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
「
自
治
体
の
意

思
決
定
機
関
で
あ
る
地
方
議
会
の

役
割
は
今
後
、
一
層
重
要
性
を
増

す
」
と
述
べ
、「
今
次
の
地
方
制

度
調
査
会
で
は
こ
れ
ま
で
以
上

に
、
議
会
が
自
主
性
、
自
律
性
を

高
め
、
自
ら
の
判
断
で
権
能
を
行

使
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
議

論
を
す
べ
き
」
と
提
案
し
た
。

地
方
制
度
調
査
会
は
、
首
相
の

諮
問
に
応
じ
、
地
方
制
度
に
関
す

る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
内

閣
府
の
付
属
機
関
。
昭
和
２７
年
に

発
足
し
た
。
委
員
は
、
国
会
議
員
、

自
治
体
の
首
長
や
議
長
、
産
業

界
、
マ
ス
コ
ミ
、
学
識
経
験
者
か

ら
選
ば
れ
る
。
委
員
の
任
期
は
２

年
。
平
成
１６
年
３
月
に
発
足
し
た

第
２８
次
調
査
会
で
は
「
道
州
制
の

あ
り
方
に
関
す
る
答
申
」
な
ど
を

ま
と
め
た
。

政
府
は
６
月
１９
日
に
臨
時
閣
議

を
開
き
、
「
経
済
財
政
改
革
の
基

本
方
針
２
０
０
７
」
を
決
定
し

た
。
「
基
本
方
針
２
０
０
６
」
で

示
さ
れ
た
歳
出
・
歳
入
一
体
改
革

の
確
実
な
実
施
や
、
本
格
的
な
地

方
分
権
改
革
の
推
進
な
ど
に
つ
い

て
考
え
方
を
提
示
し
て
い
る
。

地
方
分
権
改
革
に
つ
い
て
は
、

「
国
が
地
方
の
や
る
べ
き
こ
と
を

考
え
、
押
し
付
け
る
と
い
う
、
今

ま
で
の
国
と
地
方
の
関
係
を
大
胆

に
見
直
し
、
『
地
方
が
主
役
の
国

づ
く
り
』
を
目
指
す
」
と
明
記
し

た
。
そ
の
う
え
で
「
地
方
分
権
改

革
の
総
仕
上
げ
で
あ
る
道
州
制
実

現
の
た
め
の
検
討
を
加
速
す
る
」

と
強
調
し
た
。

こ
の
な
か
で
、
分
権
改
革
を
進

め
る
た
め
の
具
体
的
手
段
と
し

て
、
「
地
方
分
権
改
革
推
進
法
」

に
基
づ
き
、
必
要
な
法
制
上
ま
た

は
財
政
上
の
措
置
等
を
定
め
た

「
地
方
分
権
改
革
推
進
計
画
」
を

策
定
し
、
「
新
分
権
一
括
法
案
」

を
３
年
以
内
に
国
会
へ
提
出
す
る

姿
勢
を
改
め
て
示
し
た
。

そ
の
た
め
、
地
方
分
権
改
革
推

進
委
員
会
が
ま
と
め
た
「
基
本
的

な
考
え
方
」
に
基
づ
き
、
同
委
員

会
に
「
国
と
地
方
の
役
割
分
担
」

「
国
の
関
与
の
あ
り
方
の
見
直

し
」
等
を
検
討
さ
せ
、
１９
年
秋
に

中
間
的
な
取
り
ま
と
め
を
行
わ
せ

る
と
と
も
に
、
概
ね
２
年
以
内
の

勧
告
を
促
す
。

ま
た
、
国
庫
補
助
負
担
金
や
地

方
交
付
税
、
税
源
移
譲
を
含
め
た

税
源
配
分
の
見
直
し
の
検
討
を
進

め
る
。
併
わ
せ
て
、
法
人
二
税
を

中
心
に
税
源
が
偏
在
す
る
な
ど
、

地
方
公
共
団
体
間
で
財
政
力
に
格

差
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
地
方

間
の
税
源
偏
在
を
是
正
す
る
方
策

に
つ
い
て
検
討
し
、
格
差
の
縮
小

を
目
指
す
。

道
州
制
に
つ
い
て
は
、
「
道
州

制
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
策
定
に
向
け
、

「
道
州
制
ビ
ジ
ョ
ン
懇
談
会
」で
、

１９
年
度
中
に
理
念
や
大
枠
等
の
論

点
を
整
理
し
た
中
間
報
告
を
取
り

ま
と
め
、
実
現
の
た
め
の
検
討
を

加
速
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。

基
本
方
針
の
決
定
を
受
け
地
方

六
団
体
は
６
月
１９
日
、
「
経
済
財

政
改
革
の
基
本
方
針
２
０
０
７
に

つ
い
て
」
と
題
し
た
声
明
を
発
表

し
た
�
２
面
に
掲
載
。
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次次
地地
制制
調調
がが
発発
足足

基
礎
自
治
体
の
あ
り
方
な

ど

審
議

基基
本本
方方
針針
��
��
��
��
決決
定定

分
権
改
革
の
手
段
示
す

会
議
に
出
席
す
る
藤
田
本
会

会
長
（
右
写
真
、
右
端
）
、

中
村
地
制
調
会
長（
左
写
真
、

右
）
、
安
倍
首
相
（
同
、
左
）
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全
国
自
治
体
病
院
経
営
都
市
議

会
協
議
会
（
会
長
�
轟
正
満
・
長

野
市
議
会
議
長
）
は
７
月
３
日
、

東
京
・
九
段
会
館
で
総
会
を
開

き
、
自
治
体
病
院
へ
の
地
方
財
政

措
置
や
医
師
確
保
対
策
の
充
実
を

求
め
る
決
議
を
採
択
し
た
。

決
議
は
、
現
在
約
７
割
が
赤
字

と
な
っ
て
い
る
自
治
体
病
院
に
つ

い
て
、
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
応

え
社
会
的
使
命
を
達
成
で
き
る
よ

う
�
自
治
体
病
院
に
係
る
地
方
交

付
税
措
置
の
所
要
額
確
保
�
医
師

確
保
対
策
の
充
実
�
不
合
理
な
診

療
報
酬
体
系
の
是
正
�
医
療
安
全

確
保
対
策
の
総
合
的
な
推
進
�
電

子
カ
ル
テ
等
情
報
化
の
推
進
�
臨

床
研
修
病
院
に
対
す
る
財
政
措
置

―
―
の
６
項
目
を
盛
り
込
ん
だ
。

総
会
で
は
、
来
賓
の
片
山
虎
之

助
・
自
治
体
病
院
議
員
連
盟
会
長

か
ら
の
あ
い
さ
つ
の
ほ
か
、
平
成

１９
年
度
の
事
業
計
画
案
、
予
算
案

等
を
審
議
、
可
決
し
た
。

会
議
終
了
後
、
役
員
ら
は
、
決

議
の
実
現
を
求
め
、
小
坂
憲
次
・

自
民
党
政
務
調
査
会
筆
頭
副
会
長

や
細
田
博
之
・
自
治
体
病
院
議
員

連
盟
常
任
世
話
人
ら
に
対
し
要
望

運
動
を
行
っ
た
。

全
国
市
議
会
議
長
会
基
地
協
議

会（
会
長
�
原
島
貞
夫
・
福
生
市

議
会
議
長
）
は
７
月
５
日
、
東
京

・
全
国
都
市
会
館
で
理
事
会
を
開

き
、
基
地
対
策
関
係
施
策
の
充
実

強
化
に
関
す
る
要
望
を
ま
と
め
、

関
係
方
面
に
実
行
運
動
を
行
っ
た
。

要
望
は
、
基
地
の
所
在
に
伴

い
、
関
係
市
町
村
が
大
変
厳
し
い

財
政
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
▽
基

地
・
調
整
両
交
付
金
の
所
要
額
の

確
保
▽
基
地
周
辺
対
策
の
充
実
強

化
―
―
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

会
議
終
了
後
、
正
副
会
長
と
相

談
役
は
、
次
年
度
政

府
予
算
の
概
算
要
求

に
向
け
、
北
原
巖
男

・
防
衛
施
設
庁
長
官
や
菅
義
偉
・

総
務
大
臣
ら
に
面
会
す
る
な
ど
関

係
方
面
に
要
望
運
動
を
行
っ
た
。

当
日
は
総
務
省
の
関
啓
一
郎
・

固
定
資
産
税
課
長
と
防
衛
施
設
庁

の
辰
己
昌
良
・
施
設
企
画
課
長

が
、
所
管
の
施
策
や
概
算
要
求
に

向
け
て
の
諸
問
題
等
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
た
。

広
域
行
政
圏
市
議
会
協
議
会

（
会
長
�
石
橋
力
・
久
留
米
市
議

会
議
長
）は
７
月
４
日
、
東
京
・

ル
ポ
ー
ル
麹
町
で
正
副
会
長
・
監

事
・
相
談
役
会
議
を
開
き
、
広
域

行
政
関
連
施
策
に
関
す
る
要
望
に

つ
い
て
協
議
し
た
。

平
成
の
大
合
併
な

ど
に
よ
り
広
域
行
政

圏
単
位
が
大
き
く
変
化
す
る
中
で

も
、
依
然
と
し
て
広
域
的
な
事
務

・
事
業
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、

広
域
行
政
圏
の
果
た
す
役
割
は
重

要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
要
望
で
は
▽
平
成
の

大
合
併
を
踏
ま
え
た
広
域
行
政
圏

の
具
体
的
な
指
針
の
早
急
な
明
示

▽
地
域
活
性
化
事
業
の
拡
充
強
化

▽
地
域
再
生
関
連
対
策
の
拡
充
強

化
▽
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
基
金
の

見
直
し
―
―
な
ど
を
求
め
て
い

る
。当

日
は
、
総
務
省
自
治
行
政
局

の
江
畑
賢
治
・
市
町
村
課
長
が

「
市
町
村
を
め
ぐ
る
最
近
の
動

向
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

「経済財政改革の基本方針２００７」について

本日、「経済財政改革の基本方針２００７」が閣議決定された。
地方分権改革について、「今までの国と地方の関係を大胆に見直
し、『地方が主役の国づくり』を目指す」とし、「『新分権一括法
案』を３年以内に国会に提出する」とされたことは、安倍内閣の改
革への意欲が示されたものと受け止めている。
また、「地方支分部局の抜本改革」が盛り込まれたことは、国と
地方の二重行政の解消につながるものと評価するものである。
一方、税源移譲について「国税と地方税の税源配分を５：５」に
することが明記されなかったが、改革を強力に進めるためには数値
目標が不可欠であり、早急に具体的な目標を提示すべきである。
また、地方税源の充実強化に際しては、地方消費税の充実など、
税源の偏在性が少なく、税収の安定性を備えた地方税体系を構築す
ることが必要である。
さらに、我々地方が求めている
�「地方交付税」を国の特別会計に直接繰り入れ等を行う「地方
共有税」へ変更
�政府と地方の代表者等が協議を行う「（仮）地方行財政会議」
の法律による設置

についても実現すべきである。
地方交付税については、昨年の「基本方針２００６」において示され
たとおり、現行法定率を堅持し、地方の財政需要を地方財政計画に
適切に反映させた上、安定的財政運営に必要な地方交付税の総額を
確保するとともに、財源調整・財源保障の両機能を堅持することを
強く求める。
地方六団体は、今後とも一致結束し、第二期地方分権改革におい
て大きな成果をあげることができるよう、全力をあげて取り組んで
いく覚悟である。
今後、政府においては、安倍内閣総理大臣のリーダーシップのも
と、真の地方分権改革の実現に向け、我々地方と十分協議しながら
強力に改革を進められるよう求める。
平成１９年６月１９日 地 方 六 団 体

地
方
財
政
措
置
の
充
実
を

病
院
協
が
総
会
で
決
議

石橋力・広域協会長
（久留米市議長）

原島貞夫・基地協会長
（福生市議長）

合
併
後
の
指
針
明
示
を

広
域
協
が
役
員
会
開
く

基
地
協
が
理
事
会

要
望
ま
と
め
る

北原防衛施設庁長官（右から２人目）に要望

小
坂
憲
次
・
自
民
党
政
務
調
査

会
筆
頭
副
会
長
に
要
望（
中
央
）
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▼
議
長

▽
東
松
山

松
坂
喜
浩
（
５
・
９
）

▽
鹿
嶋

白
川

勇
（
５
・
１０
）

▽
札
幌

畑
瀬
幸
二
（
５
・
１５
）

▽
岩
見
沢

安
田
昌
幸
（
５
・
１５
）

▽
芦
別

�
橋
勝
次
郎
（
５
・
１５
）

▽
登
別

石
山
正
志
（
５
・
１５
）

▽
八
戸

吉
田
博
司
（
５
・
１５
）

▽
陸
前
高
田
西
條

廣（
５
・
１５
）

▽
山
形

酒
井
靖
悦
（
５
・
１５
）

▽
昭
島

井
上
三
郎
（
５
・
１５
）

▽
狛
江

高
橋
清
治
（
５
・
１５
）

▽
武
蔵
村
山
宮
�
起
志（
５
・
１５
）

▽
横
浜

藤
代
耕
一
（
５
・
１５
）

▽
石
岡
久
保
田
健
一
郎（
５
・
１５
）

▽
龍
ケ
崎

松
田
高
義
（
５
・
１５
）

▽
常
総

山
本
幹
男
（
５
・
１５
）

▽
矢
板

大
貫
雄
二
（
５
・
１５
）

▽
太
田

山
田
�
史
（
５
・
１５
）

▽
藤
岡

隅
田
川
徳
一
（
５
・
１５
）

▽
所
沢

秋
田

孝
（
５
・
１５
）

▽
深
谷

倉
上
由
朗
（
５
・
１５
）

▽
北
本

横
山

功
（
５
・
１５
）

▽
�
田

堀
内
善
仁
（
５
・
１５
）

▽
木
更
津

清
水
宗
一
（
５
・
１５
）

▽
鎌
ケ
谷

勝
又

勝
（
５
・
１５
）

▽
白
井

石
田
信
昭
（
５
・
１５
）

▽
名
古
屋

梅
村
邦
子
（
５
・
１５
）

▽
豊
橋

村
松
千
春
（
５
・
１５
）

▽
春
日
井

友
松
孝
雄
（
５
・
１５
）

▽
津
島

日
比
野
郁
郎
（
５
・
１５
）

▽
常
滑

片
岡
勝
城
（
５
・
１５
）

▽
尾
張
旭

原

淳
麿
（
５
・
１５
）

▽
岩
倉

三
輪
佳
幸
（
５
・
１５
）

▽
日
進

余
語
充
伸
（
５
・
１５
）

▽
美
濃

岩
原
輝
夫
（
５
・
１５
）

▽
泉
大
津

溝
口

浩
（
５
・
１５
）

▽
姫
路

灘

隆
彦
（
５
・
１５
）

▽
相
生

奥
本
巳
千
雄
（
５
・
１５
）

▽
小
松
島

大
和

肇
（
５
・
１５
）

▽
新
居
浜

仙
波
憲
一
（
５
・
１５
）

▽
福
岡

川
口

浩
（
５
・
１５
）

▽
直
方

松
尾
大
策
（
５
・
１５
）

▽
田
川

原
口
秋
良
（
５
・
１５
）

▽
古
賀

矢
野
治
男
（
５
・
１５
）

▽
人
吉

大
王
英
二
（
５
・
１５
）

▽
旭
川

岩
崎
正
則
（
５
・
１６
）

▽
赤
平

鎌
田
恒
彰
（
５
・
１６
）

▽
塩
竈

志
賀
直
哉
（
５
・
１６
）

▽
米
沢

山
村

明
（
５
・
１６
）

▽
福
島

山
岸

清
（
５
・
１６
）

▽
会
津
若
松
田
澤
豊
彦（
５
・
１６
）

▽
清
瀬

石
井
秋
政
（
５
・
１６
）

▽
結
城

鈴
木
義
雄
（
５
・
１６
）

▽
小
山

松
島
不
三
（
５
・
１６
）

▽
行
田

岩
田
譲
啓
（
５
・
１６
）

▽
羽
生

丑
久
保
恒
行
（
５
・
１６
）

▽
和
光

菅
原

満
（
５
・
１６
）

▽
館
山

本
橋
亮
一
（
５
・
１６
）

▽
佐
倉

望
月
清
義
（
５
・
１６
）

▽
習
志
野

高
橋

司
（
５
・
１６
）

▽
印
西

出
山
國
雄
（
５
・
１６
）

▽
富
里

江
原
利
勝
（
５
・
１６
）

▽
三
島

土
屋
俊
博
（
５
・
１６
）

▽
富
士
宮

朝
日

昇
（
５
・
１６
）

▽
掛
川

鳥
井
昌
彦
（
５
・
１６
）

▽
豊
田

岩
月
幸
雄
（
５
・
１６
）

▽
江
南

沢
田
和
延
（
５
・
１６
）

▽
高
浜

森

英
男
（
５
・
１６
）

▽
北
名
古
屋

黒
川
サ
キ
子
（
５
・
１６
）

▽
貝
塚

奥
野

学
（
５
・
１６
）

▽
富
田
林

林

光
子
（
５
・
１６
）

▽
寝
屋
川
板
坂
千
鶴
子（
５
・
１６
）

▽
高
石

松
本

定
（
５
・
１６
）

▽
大
阪
狭
山
原
口
良
一（
５
・
１６
）

▽
福
知
山

加
藤
弘
道
（
５
・
１６
）

▽
城
陽

宮
園
昌
美
（
５
・
１６
）

▽
大
津

泉

恒
彦
（
５
・
１６
）

▽
近
江
八
幡
�
木
健
三（
５
・
１６
）

▽
明
石

井
藤
圭
湍
（
５
・
１６
）

▽
た
つ
の

山
本
直
人
（
５
・
１６
）

▽
三
木

安
居
圭
一
（
５
・
１６
）

▽
高
松

鎌
田
基
志
（
５
・
１６
）

▽
長
崎

吉
原

孝
（
５
・
１６
）

▽
佐
世
保

松
尾
裕
幸
（
５
・
１６
）

▽
水
俣

松
本
和
幸
（
５
・
１６
）

▽
盛
岡

工
藤
由
春
（
５
・
１７
）

▽
久
慈

下
斗
米
一
男
（
５
・
１７
）

▽
東
松
島

佐
藤
富
夫
（
５
・
１７
）

▽
松
本

大
久
保
真
一
（
５
・
１７
）

▽
八
王
子

高
木
順
一
（
５
・
１７
）

▽
福
生

原
島
貞
夫
（
５
・
１７
）

▽
世
田
谷大

場
や
す
の
ぶ
（
５
・
１７
）

▽
相
模
原

稲
垣

稔
（
５
・
１７
）

▽
甲
府

柳
沢
暢
幸
（
５
・
１７
）

▽
伊
丹

石
橋
寛
治
（
５
・
１７
）

▼
副
議
長

▽
深
谷

小
森
秀
夫
（
４
・
３０
）

▽
鹿
嶋

中
津
三
郎
（
５
・
１０
）

▽
札
幌

笹
出
昭
夫
（
５
・
１５
）

▽
岩
見
沢

仁
志
紘
一
（
５
・
１５
）

▽
芦
別

吉
田
博
子
（
５
・
１５
）

▽
登
別

天
神
林
美
彦
（
５
・
１５
）

▽
陸
前
高
田
伊
藤
明
彦（
５
・
１５
）

▽
二
戸

山
本
敏
男
（
５
・
１５
）

▽
山
形

加
藤
賢
一
（
５
・
１５
）

▽
昭
島

臼
井
伸
介
（
５
・
１５
）

▽
狛
江

田
辺
良
彦
（
５
・
１５
）

▽
武
蔵
村
山
田
代
�
久（
５
・
１５
）

▽
横
浜

花
上
喜
代
志
（
５
・
１５
）

▽
三
浦

松
原
敬
司
（
５
・
１５
）

▽
石
岡

磯
部
延
久
（
５
・
１５
）

▽
龍
ケ
崎

岡
部
洋
文
（
５
・
１５
）

▽
常
総

篠
崎
正
己
（
５
・
１５
）

▽
矢
板

渡
�
孝
一
（
５
・
１５
）

▽
太
田

半
田

栄
（
５
・
１５
）

▽
藤
岡

茂
木
光
雄
（
５
・
１５
）

▽
所
沢

中
村

太
（
５
・
１５
）

▽
北
本

高
橋
節
子
（
５
・
１５
）

▽
�
田

和
久
井
伸
一
（
５
・
１５
）

▽
木
更
津
住
ノ
江
雄
次（
５
・
１５
）

▽
鎌
ケ
谷

小
泉

巖
（
５
・
１５
）

▽
白
井

岩
田
典
之
（
５
・
１５
）

▽
名
古
屋

林

孝
則
（
５
・
１５
）

▽
豊
橋

岡
本

泰
（
５
・
１５
）

▽
春
日
井

石
原
名
子
（
５
・
１５
）

▽
津
島

後
藤
敏
夫
（
５
・
１５
）

▽
常
滑

加
藤
久
豊
（
５
・
１５
）

▽
尾
張
旭

坂
江
章
演
（
５
・
１５
）

▽
日
進

折
原
由
浩
（
５
・
１５
）

▽
美
濃

山
口
育
男
（
５
・
１５
）

▽
泉
大
津
丸
谷
正
八
郎（
５
・
１５
）

▽
姫
路

増
本
勝
彦
（
５
・
１５
）

▽
相
生

楠
田
道
雄
（
５
・
１５
）

▽
小
松
島

天
羽

篤
（
５
・
１５
）

▽
新
居
浜
真
木
増
次
郎（
５
・
１５
）

▽
福
岡

久
保

浩
（
５
・
１５
）

▽
直
方

貝
島
悠
翼
（
５
・
１５
）

▽
田
川

香
月
隆
一
（
５
・
１５
）

▽
古
賀

許
山
秀
仁
（
５
・
１５
）

▽
人
吉

蓑
毛
正
勝
（
５
・
１５
）

▽
旭
川

鷲
塚
紀
子
（
５
・
１６
）

▽
赤
平

若
山
武
信
（
５
・
１６
）

▽
黒
石

佐
々
木

隆
（
５
・
１６
）

▽
塩
竈

今
野
恭
一
（
５
・
１６
）

▽
多
賀
城

根
本
朝
栄
（
５
・
１６
）

▽
米
沢

�
橋
義
和
（
５
・
１６
）

▽
福
島

小
島

衛
（
５
・
１６
）

▽
会
津
若
松
本
田
礼
子（
５
・
１６
）

▽
清
瀬
佐
々
木
あ
つ
子（
５
・
１６
）

▽
結
城

塚
原
林
吉
（
５
・
１６
）

▽
小
山

野
村
広
元
（
５
・
１６
）

▽
行
田

新
井
孝
義
（
５
・
１６
）

▽
東
松
山

神
嶋

博
（
５
・
１６
）

▽
羽
生

蜂
須
直
巳
（
５
・
１６
）

▽
和
光

山
口
慶
子
（
５
・
１６
）

▽
館
山

吉
田
恵
年
（
５
・
１６
）

▽
佐
倉

櫻
井
道
明
（
５
・
１６
）

▽
習
志
野

宮
本
泰
介
（
５
・
１６
）

▽
印
西

清
水

哲
（
５
・
１６
）

▽
富
里

鈴
木
英
�
（
５
・
１６
）

▽
三
島

八
木
三
雄
（
５
・
１６
）

▽
富
士
宮

吉
田
晴
幸
（
５
・
１６
）

▽
掛
川

河
住
光
重
（
５
・
１６
）

▽
豊
田

松
井
正
衛
（
５
・
１６
）

▽
江
南

高
田
良
弘
（
５
・
１６
）

▽
高
浜

内
藤
皓
嗣
（
５
・
１６
）

▽
岩
倉

関
戸
八
郎
（
５
・
１６
）

▽
北
名
古
屋
寺
川
愛
子（
５
・
１６
）

▽
貝
塚

竹
下
義
之
（
５
・
１６
）

▽
富
田
林

京
谷
精
久
（
５
・
１６
）

▽
大
阪
狭
山
山
本
尚
生（
５
・
１６
）

▽
福
知
山

松
本
良
彦
（
５
・
１６
）

▽
城
陽

大
西
�
文
（
５
・
１６
）

▽
大
津

横
田
好
雄
（
５
・
１６
）

▽
近
江
八
幡
有
村
國
俊（
５
・
１６
）

▽
明
石

松
井
久
美
子
（
５
・
１６
）

▽
た
つ
の

岸
野
文
信
（
５
・
１６
）

▽
三
木

西
山
博
文
（
５
・
１６
）

▽
宇
陀

坂
本
徹
矢
（
５
・
１６
）

▽
新
宮

大
西

強
（
５
・
１６
）

▽
広
島

児
玉
光
禎
（
５
・
１６
）

▽
高
松

伏
見
正
範
（
５
・
１６
）

▽
長
崎

森

幸
雄
（
５
・
１６
）

▽
佐
世
保

田
中

稔
（
５
・
１６
）

▽
水
俣

渕
上
道
昭
（
５
・
１６
）

▽
盛
岡

刈
屋
秀
俊
（
５
・
１７
）

▽
久
慈

濱
欠
明
宏
（
５
・
１７
）

▽
東
松
島

多
田
龍
吉
（
５
・
１７
）

▽
松
本

芦
田
勝
弘
（
５
・
１７
）

▽
八
王
子

小
林
信
夫
（
５
・
１７
）

▽
福
生

羽
場

茂
（
５
・
１７
）

▽
世
田
谷

板
井

斎
（
５
・
１７
）

▽
相
模
原

大
上
和
夫
（
５
・
１７
）

▽
甲
府

清
水

仁
（
５
・
１７
）

▽
寝
屋
川

中
谷
廣
一
（
５
・
１７
）

▽
高
石

平
田
佳
男
（
５
・
１７
）

▽
天
理

今
西
康
世
（
５
・
１７
）

▽
伊
丹

藤
田
静
夫
（
５
・
１７
）

▼
事
務
局
長

▽
太
田

天
笠

彰
（
３
・
２７
）

▽
黒
石

斎
藤
光
雄
（
４
・
１
）

▽
東
松
島

川
田
正
人
（
４
・
１
）

▽
福
生

吉
野
榮
喜
（
４
・
１
）

▽
鹿
嶋

貴
達
厚
夫
（
４
・
１
）

▽
習
志
野

都
築
郁
夫
（
４
・
１
）

▽
名
古
屋

花
井
雅
夫
（
４
・
１
）

▽
常
滑

松
下
武
義
（
４
・
１
）

▽
貝
塚

田
中
保
治
（
４
・
１
）

▽
宇
陀

樋
口
保
行
（
４
・
１
）

▽
常
総

岡
野

博
（
５
・
１
）

▽
田
川

鶴
田
正
志
（
５
・
１
）

議

会

人

事

（３） 平成１９年７月１５日 第１６５８号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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三
条
市（
新
潟
県
）

◆
完
全
米
飯
給
食
と

地
産
地
消（
食
育
推
進
）

国
東
市（
大
分
県
）

◆「
古
代
へ
の
旅
」

夏
休
み
郷
土
史
教
室

第第
��
章章

教教

育育

三
条
市
で
は
平
成
１５
年
９
月
か

ら
、
学
校
給
食
の
主
食
を
基
本
的

に
毎
日
米
飯
と
し
て
実
施
し
て
い

ま
す
。
米
を
は
じ
め
副
食
の
食
材

は
、
地
元
の
農
産
物
を
活
用
し
、

子
ど
も
た
ち
が
健
康
に
生
き
る
た

め
の
「
食
べ
る
力
」
を
育
て
、
将

来
の
市
民
の
健
康
レ
ベ
ル
向
上
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

米
飯
給
食
を
毎
日
実
施
す
る
に

あ
た
り
、
副
々
菜
に
工
夫
を
凝
ら

し
た
ほ
か
、
和
食
調
理
に
適
し
た

器
具
を
導
入
す
る
な
ど
、
献
立
の

充
実
と
残
量
の
抑
制
に
努
め
ま
し

た
。そ

の
成
果
が
表
わ
れ
、
給
食
を

食
べ
残
す
量
は
減
少
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
１８
年
度
の
小
学
・
中
学
校

の
給
食
残
食
率
を
み
る

と
、
１２
年
度
に
比
べ
約
半

分
に
減
っ
て
お
り
、
特
に

ご
は
ん
の
残
食
率
は
４
分

の
１
以
下
に
減
っ
て
い
ま

す
�
下
グ
ラ
フ
参
照
。

学
校
給
食
が
地
域
住
民

の
食
生
活
へ
与
え
る
影
響

は
大
き
く
、
学
校
給
食
で

の
地
元
産
米
を
中
心
に
し

た
地
産
地
消
の
取
り
組
み

に
よ
り
、
地
域
の
食
生
活

改
善
や
農
業
の
活
性
化
が

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

同
市
で
は
市
民
の
食
生

活
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

年
代
ご
と
に
縦
割
り
で
関
わ
っ
て

き
た
栄
養
・
食
生
活
に
関
す
る
業

務
を
一
本
化
し
、
食
育
を
横
断
的

に
進
め
る
た
め
、１６
年
４
月
に「
食

育
推
進
室
」
を
設
置
し
ま
し
た
。

ま
た
、
１８
年
３
月
に
は
「
三
条

市
食
育
推
進
計
画
」
を
策
定
し
、

�
朝
食
習
慣
の
定
着
�
米
を
主
食

と
し
た
日
本
食
の
実
践
�
毎
日
の

食
事
に
地
元
産
の
食
材
を
取
り
入

れ
た
地
産
地
消
の
推
進
―
―

を
３
つ
の
重
点
目
標
に
掲
げ

て
い
ま
す
。
１８
年
度
か
ら
２２

年
度
ま
で
の
５
年
間
の
計
画

で
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
、

健
康
に
幸
せ
に
生
き
る
た
め

「
食
べ
る
力
」を
育
て
て
い
く

こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

同
市
で
は
、
こ
れ
か
ら
も

健
全
な
食
生
活
の
実
現
に
向

け
、
家
庭
、
保
育
所
、
学
校
、

地
域
が
一
体
と
な
っ
て
食
育

の
推
進
を
図
っ
て
い
く
と
し

て
い
ま
す
。
（
「
施
策
集
」

１
０
７
ペ
ー
ジ
掲
載
）

第第
��
章章

文文
化化
・・
歴歴
史史

・・
スス
ポポ
ーー
ツツ

国
東
市
は
、
東
の「
登
呂
遺
跡
」

に
対
し
「
西
の
登
呂
」
と
呼
ば
れ

る
「
安
国
寺
集
落
遺
跡
」
を
抱
え

て
い
ま
す
。
こ
の
遺
跡
は
、
弥
生

時
代
か
ら
古
墳
時
代
初
期
に
か
け

栄
え
た
集
落
で
、
国
の
史
跡
指
定

を
受
け
て
い
ま
す
。

昭
和
２４
年
か
ら
２７
年
に
か
け
初

め
て
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
で
は
、

弥
生
時
代
の
炭
化
米
が
出
土
し
た

こ
と
か
ら
、
こ
の
時
代
に
お
け
る

九
州
で
の
稲
作
を
裏
付
け
る
遺
跡

と
し
て
脚
光
を
浴
び
ま
し
た
。
出

土
し
た
土
器
は
「
安
国
寺
式
土

器
」
と
命
名
さ
れ
、
九
州
の
弥
生

時
代
後
期
を
代
表
す
る
「
標
識
土

器
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
６０
年
か
ら
６３
年
に

行
わ
れ
た
遺
構
確
認
調
査
で

は
、
高
床
建
物
や
建
築
材
、

農
具
、
機
織
り
な
ど
の
木
製

品
が
良
好
な
状
態
で
出
土

し
、
学
術
的
に
高
い
評
価
を

受
け
ま
し
た
。

こ
う
し
た
遺
跡
の
重
要
性

か
ら
現
在
は
「
弥
生
の
ム
ラ

・
安
国
寺
集
落
遺
跡
公
園
」

と
し
て
整
備
さ
れ
、
園
内
に

は
「
国
東
市
歴
史
体
験
学
習

館
」
を
平
成
１３
年
に
オ
ー
プ

ン
。
約
１
８
０
０
年
前
、
こ
の
地

で
生
活
を
営
ん
で
い
た
古
代
人
の

技
や
知
恵
に
つ
い
て
、
遊
び
な
が

ら
学
ぶ
体
験
学
習
の
場
と
し
て
活

用
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
国
東
市
で
は
、
同
学
習

館
等
が
中
心
と
な
り
１４
年
度
か

ら
、
園
内
に
設
置
さ
れ
た
弥
生
時

代
の
復
元
住
居
な
ど
を
利
用
し
、

子
ど
も
た
ち
が
「
弥
生
び
と
」
の

生
活
体
験
に
挑
戦
す
る
「
夏
休
み

郷
土
史
教
室
『
１
泊
２
日
古
代
へ

の
旅
』」
を
開
催
。
体
験
学
習
を

通
じ
子
供
た
ち
が
、
自
ら
考
え
行

動
す
る
力
を
育
ん
で
い
ま
す
。

参
加
対
象
者
は
、
小
学
４
年
生

か
ら
中
学
２
年
生
の
子
ど
も
た

ち
。
い
く
つ
か
の
班
を
編
成
し
、

班
長
を
中
心
に
園
内
で
「
火
起
こ

し
」「
土
器
炊
飯
」「
竪
穴
建
物
で

の
宿
泊
」
な
ど
を
行
い
ま
す
。

今
年
は
、
８
月
２
日
か
ら
３
日

と
、
８
月
２３
日
か
ら
２４
日
に
か
け

て
の
２
回
を
開
催
す
る
予
定
。
１

回
の
開
催
に
つ
き
３０
名
の
定
員
で

参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

テ
レ
ビ
や
ゲ
ー
ム
、
エ
ア
コ
ン

な
ど
快
適
グ
ッ
ズ
が
何
も
な
い
古

代
住
居
で
の
体
験
は
、
子
供
た
ち

に
と
っ
て
貴
重
な
夏
休
み
の
思
い

出
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
「
施
策
集
」
１
９
３
ペ
ー
ジ

掲
載
）

平成１９年度版

全全
国国
都都
市市
のの
特特
色色
ああ
るる
施施
策策
集集

―本会編集―

〈�〉

〜
く
ら
し

ふ
れ
あ
い
ま
ち
づ
く
り
〜
か
ら
紹
介

三条市学校給食残食率調査年次推移

「火起こし」を体験する子どもたち

食
育
講
座
を
受
け
る
園
児
た
ち
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